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告 示

高知県告示第292号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の 2 及び中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成 6 年法律第30号）第14条第 4 項においてその例による

ものとされた生活保護法第50条の 2 の規定により、指定医療機関

の事業の廃止について次のとおり届出があった。

　　平成24年 4 月24日

　　　　　　　　　　　　　　　 　 高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　医 療 機 関 の 所 在 地　廃止年月日

医療法人西村会　吾川郡仁淀川町長者乙2434　　　平24・ 3 ・31

長者診療所

高知県告示第293号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 1 項及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に

関する法律（平成 6 年法律第30号）第14条第 4 項においてその例

によるものとされた生活保護法第54条の 2 第 1 項の規定による介

護機関として、次のとおり指定した。

平成24年 4 月24日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第294号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 4 月24日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 4 月24日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  須崎仁ノ

 3 　道路の区域

高知県告示第295号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

　その関係図面は、平成24年 4 月24日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 4 月24日                                

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名  志和仁井田

 3 　道路の区域

高知県告示第296号                                  

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

　その関係図面は、平成24年 4 月24日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

　　平成24年 4 月24日             

                                　高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　須崎仁ノ

 3 　道路の区域

指定年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

株式会社らいさす

南国市大埇甲1973－

55

株式会社あるて

室戸市羽根町乙3774

－ 2 

こじゃリハのいち

香南市野市町西野166－

 1 

通所介護

介護予防通所介護

小規模多機能型居宅介護

施設あるて

室戸市羽根町乙1137番地

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型

居宅介護

平成24年 3 

月19日

平成24年 4 

月 1 日

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

須崎市浦ノ内塩間字

小谷口201番 1 から

須崎市浦ノ内塩間字

小谷口689番 1 まで

〜 111前

〜 111後

9.3

         

17.8

11.0

          　  

28.4

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町志和

峯字笹ケ谷山330番

 2 から

高岡郡四万十町黒石

字下石指1102番 1 ま

で

〜 810前

〜 810後

4.1

         

13.2

6.2

          　  

47.1

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

111
平成24年 4 月24

日

須崎市浦ノ内塩間字小谷口

201番 1 から

須崎市浦ノ内塩間字小谷口

689番 1 まで
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高知県告示第297号

　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第 1 項第 4 号の規

定により、道路法（昭和27年法律第180号）による新設の事業計

画のある道路で、 2 年以内にその事業が執行される予定のものと

して次のとおり指定する。

　　平成24年 4 月24日

                    　　　　　　　高知県知事　尾﨑　正直

公 告

県営土地改良事業西土佐地区（大宮換地区）に係る換地計画を

定めたので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の 2 第

 4 項において準用する同法第87条第 5 項の規定により、次のとお

り関係書類を縦覧に供する。

平成24年 4 月24日

  　　               　   　　　高知県知事　尾﨑  正直

 1 　縦覧に供する書類

( 1 )　換地計画書の写し

( 2 )　現形図及び換地図

 2 　縦覧期間

　　平成24年 4 月24日から同年 5 月25日まで

 3 　縦覧場所

　　四万十市西土佐総合支所

 4 　その他

この公告に係る決定に対して異議がある者は、縦覧期間満了

後の翌日から起算して15日以内に知事に対して異議申立てをす

ることができる。

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第18号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第 7 条第 1 項の規定

により次のとおり異動の届出があった。

平成24年 4 月24日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

　政党（国会議員関係政治団体とみなされる政党以外の政党）

　起　　　点

土佐清水市旭町

852番11

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番55

土佐清水市清水

字後口山854番

122

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番54

土佐清水市清水

字水呉110番 1 

土佐清水市清水

字後口山854番

35

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番 4 

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番89

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番46

土佐清水市旭町

158番 1 

土佐清水市元町

324番 4 

土佐清水市元町

245番 2 

土佐清水市元町

228番 1 

土佐清水市天神

町362番

土佐清水市天神

町370番 1 

土佐清水市旭町

106番 3 

土佐清水市清水

字後口山854番

41

土佐清水市元町

227番 1 

土佐清水市清水

字後口山854番

64

土佐清水市清水

字後口山854番

114

土佐清水市清水

字後口山854番

140

土佐清水市清水

字後口山854番

140

土佐清水市清水

字後口山854番

140

　終　　　点

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番54

土佐清水市清水

字後口山854番

35

土佐清水市清水

字後口山854番

35

土佐清水市清水

字清水字後口山

854番123

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番54

土佐清水市清水

字後口山854番

140

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番66

土佐清水市清水

字後口山854番

140

土佐清水市清水

字タキノ下タ

855番 2 

土佐清水市天神

町370番 1 

土佐清水市旭町

160番 2 

土佐清水市元町

231番

土佐清水市天神

町366番

土佐清水市天神

町367番

土佐清水市天神

町896番 1 

土佐清水市旭町

105番 9 

土佐清水市清水

字後口山854番

33

土佐清水市元町

226番 1 

土佐清水市清水

字後口山854番

140

土佐清水市清水

字後口山854番

98

土佐清水市清水

字後口山854番

140

土佐清水市清水

字後口山854番

24

土佐清水市元町

226番 3 

幅　　　員

(メートル)

 16.00

 32.00

 12.00

 18.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

       

6.00

 16.00

 32.00

 6.00

 12.00

 15.00

 6.00

 12.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

 6.00

延　　　長

(メートル)

 351.3

 293.3

 150.1

 205.6

 121.5

 135.6

 91.7

 69.3

 59.1

 229.7

 103.3

 62.2

 172.3

 24.3

 54.5

 28.5

 399.6

 190.5

 92.6

 133.0

 92.0

 39.0

 38.3

区分

異動

前

名称

自由民

主党四

万十町

代表者氏

名

異動なし

会計責任

者氏名

異動なし

主たる事

務所の所

在地

高岡郡四

万十町本

町 5 － 1 

届出年月日

平24・ 3 ・

 6 

〜

〜

〜
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その他の政治団体（政党及び国会議員関係政治団体以外の政治

団体）

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

窪川支

部

自由民

主党高

知県支

部連合

会

自由民

主党高

知県宿

毛市支

部

自由民

主党安

芸市支

部

日本共

産党高

知地区

委員会

異動なし

宮本　有

二

西郷　典

生

異動なし

異動なし

溝渕　健

夫

結城　健

輔

異動なし

信清　俊

郎

高橋　哲

夫

廣末　正

男

村上　亮

子

高岡郡四

万十町本

町 7 －13

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

平24・ 3 ・

 7 

平24・ 3 ・

14

平24・ 3 ・

23

平24・ 3 ・

30

区分

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

名称

佐藤の

ぶあき

梼原町

後援会

防衛問

題研究

会高知

市政治

連盟

脇まさ

し梼原

町後援

会

亀沢の

りあき

後援会

坂本雄

一後援

会  　

　

橋元陽

一後援

会

国際勝

共連合

高知県

本部

平和憲

法21フ

ォーラ

ム

土佐酉

政会

池沢の

りこ後

援会

加藤ば

く後援

会

髙橋丈

一後援

会

川村貞

夫後援

会

細川直

己後援

会

代表者氏

名

異動なし

異動なし

異動なし

坂本　義

春

吉尾　利

一

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

竹村　彰

夫

　

澤田　輝

夫

石川　裕

子　

池澤　紀

子

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

会計責任

者氏名

中越　和

夫

中越　哲

臣

異動なし

中越　和

夫

中越　哲

臣

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

異動なし

竹村　彰

夫

　

澤田　輝

夫

異動なし

異動なし

織田　敦

子

 

西森　加

壽美

山本　繁

寛

筒井　継

男

異動なし

主たる事

務所の所

在地

異動なし

高知市三

園町18

高知市山

手町 1 番

地

異動なし

幡多郡黒

潮町田野

浦963－

 8 

幡多郡黒

潮町田野

浦180－

 1 

土佐市高

岡 町 甲

929－ 5 

土佐市蓮

池676－

 1 

高岡郡佐

川 町 甲

463番地

須崎市吾

井 郷 乙

1792－ 1 

高知市鴨

部1106

高知市神

田803－

11

高知市本

町五丁目

 2 －18　

　

高知市永

国寺町 2 

－ 2 

異動なし

異動なし

宿毛市高

砂10－ 8 

宿毛市高

砂27－34

－102

異動なし

異動なし

安芸郡芸

西村西分

甲1344－

 6 

安芸郡芸

西村馬ノ

上1373－

届出年月日

平24・ 3 ・

 2 

平24・ 3 ・

 2 

平24・ 3 ・

 2 

平24・ 3 ・

 5 

平24・ 3 ・

 7 

平24・ 3 ・

 9 

平24・ 3 ・

13

平24・ 3 ・

16

平24・ 3 ・

21

平24・ 3 ・

23

平24・ 3 ・

26

平24・ 3 ・

26

平24・ 3 ・

28

平24・ 3 ・

28
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異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

異動

前

異動

後

義魂塾

高知県

珠算普

及政治

連盟

依光み

よこ後

援会　

　

門田ご

んしろ

うを応

援する

会　　

洲﨑　貞

二

大和　良

浩

竹内　丈

夫　

川井　憲

男

異動なし

異動なし

異動なし

竹内　丈

夫

川井　憲

男

大井　喜

代

門脇　明

美

異動なし

 2 

異動なし

異動なし

異動なし

高知市朝

倉甲29－

 2 

高知市朝

倉己802

－18

平24・ 3 ・

29

平24・ 3 ・

29

平24・ 3 ・

29

平24・ 3 ・

30

高知県選挙管理委員会告示第19号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第 1 項の規定

により次のとおり解散の届出があった。

平成24年 4 月24日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

その他の政治団体

高知県選挙管理委員会告示第20号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 2 項の規定

により次のとおり届出があった。

平成24年 4 月24日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

資金管理団体

高知県選挙管理委員会告示第22号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項の規定

により次のとおり資金管理団体でなくなった旨の届出があった。

平成24年 4 月24日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

資金管理団体

高知県選挙管理委員会告示第21号

政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第 3 項の規定

により次のとおり資金管理団体の異動の届出があった。

平成24年 4 月24日

高知県選挙管理委員会委員長　恒石　好信

資金管理団体

名称

江渕征香

後援会　

　

江渕征香

を支える

会

村伸一

郎後援会

　　

筒井鷹雄

後援会　

大石よし

子後援会

　　

浜辺影一

後援会　

　

浜辺影一

市政研究

会　　

元木益樹

大樹会　

　

西森潮三

十日会

主たる事務所の

所在地

高知市北中山21

－ 6 　

高知市北中山21

－ 6 　

土佐清水市浦尻

21-19

吾川郡いの町清

水土居

香美市香北町美

良布1019－ 2 　

　

高知市竹島町

160－17　　

高知市竹島町

160－17　

高知市九反田 3 

－ 9 

高知市本宮町 5 

代表者氏名

依岡　稔　

　

江渕　征香

　　

久保　眞一

川村　正明

大石　綏子

才津　芳久

浜辺　影一

元木　益樹

三谷　勝水

政治団体

でなくな

った理由

解散　

　

解散　　

解散　　

解散　　

解散

解散

解散

解散

解散

届出年

月日

平24・

 3 ・ 6 

平24・

 3 ・ 8 

平24・

 3 ・ 9 

平24・

 3 ・12

平24・

 3 ・13

平24・

 3 ・16

平24・

 3 ・16

平24・

 3 ・21

平24・

 3 ・28

公職の

種類

高知県

議会議

員　　

名称

西内た

かずみ

後援会

主たる

事務所

の所在

地

高知市

九反田

 3 － 9 

代表者氏

名

西内　隆

純 　　

候補者氏

名

西内　隆

純 　　

届出年月日

平24・ 3 ・

22

区分

異動

前

異動

後

候補者氏

名

坂本　雄

一

公職の

種類

異動な

し

名称

坂本雄一

後援会  

主たる事

務所の所

在地

土佐市高

岡 町 甲

929－ 5 

土佐市蓮

池676－

 1 

届出年月日

平24・ 3 ・

 7 

届出をし

た者の氏

名

江渕　征

香

浜辺　影

一

元木　益

樹

岡﨑　洋

一郎

主たる

事務所

の所在

地

高知市

北中山

21－ 6 

高知市

竹島町

160－

17

高知市

九反田

 3 － 9 

高知市

大津乙

378番

地 7 

名称

江渕征

香を支

える会

浜辺影

一市政

研究会

元木益

樹大樹

会

みずき

会

公職の

種類

高知県

議会議

員

高知市

議会議

員

高知県

議会議

員

高知市

議会議

員

代表者氏

名

江渕　征

香

浜辺　影

一

元木　益

樹

岡﨑　洋

一郎

資金管理団

体でなくな

った旨の届

出年月日

平24・ 3 ・

 8 

平24・ 3 ・

16

平24・ 3 ・

21

平24・ 3 ・

30
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人 事 委 員 会 公 告

高知県職員等採用上級試験を次のとおり行う。

平成24年 4 月24日

高知県人事委員会

 1 　試験区分、採用予定人員及び勤務先

( 1 )　「行政」、「警察事務」又は「学校事務」を受験する者

は、 3 つの試験区分の中からいずれかを第 1 志望とし、残り

の試験区分を第 2 志望とすることができる。

( 2 )　点字問題による受験は、「行政」及び「学校事務」に限

る。

 2 　受験資格

( 1 )から( 4 )までに該当する者。ただし、「警察事務」を受

験する者は、( 2 )については、ア（日本国籍を有する者）に該

当する者に限る。

( 1 )　年齢等

ア　「保健師」

昭和58年 4 月 2 日以降に生まれた者

イ　ア以外の試験区分

昭和58年 4 月 2 日から平成 3 年 4 月 1 日までに生まれ

た者（学歴不問）又は同月 2 日以降に生まれた者で学校

教育法（昭和22年法律第26号）による 4 年制の大学等を

卒業したもの若しくは平成25年 3 月31日までに卒業見込

みのもの

( 2 )　次のいずれかに該当する者

ア　日本国籍を有する者

イ　出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）

に定められている永住者

ウ　日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者

等の出入国管理に関する特例法（平成 3 年法律第71号）

に定められている特別永住者

( 3 )　地方公務員法（昭和25年法律第261号）第16条各号に

掲げる者（準禁治産者を含む。）のいずれにも該当しない

者

( 4 )　次に掲げる試験区分については、それぞれの要件を満

たす者

ア　「保健師」については、保健師の免許を有する者又は

平成25年 4 月30日までに取得見込みの者

イ　「社会福祉（児童福祉）」については、児童福祉法

（昭和22年法律第164号）第13条第 2 項各号に該当する

児童福祉司の任用資格を有する者又は平成25年 3 月31日

までに取得見込みの者

ウ　「社会福祉（心理）」については、学校教育法の規定

による 4 年制の大学若しくは大学院において心理学を専

修する学科若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業

（修了）した者又は平成25年 3 月31日までに卒業（修

了）見込みの者

 3 　受験手続

( 1 )　受付期間

( 2 )　申込書の配布場所等

高知県人事委員会事務局、高知県庁本庁舎玄関募集要項コ

ーナー、高知県安芸土木事務所室戸事務所、高知県安芸福祉

保健所、高知県中央東福祉保健所（香美市）、高知県中央東

土木事務所（南国市）、高知県中央東土木事務所本山事務

所、高知県中央西土木事務所（いの町）、高知県中央西福祉

保健所（佐川町）、高知県須崎福祉保健所、高知県須崎土木

事務所四万十町事務所、高知県幡多福祉保健所（四万十

市）、高知県幡多土木事務所宿毛事務所、高知県幡多土木事

務所土佐清水事務所、高知県東京事務所、高知県大阪事務所

及び高知県名古屋事務所並びに高知県人事委員会のホームペ

ージ

( 3 )　申込書の提出場所

高知県人事委員会事務局

 4 　試験の日時及び場所

試験区分 勤務先

知事部局等の本庁又は

出先機関

警察本部各課又は各警

察署等

県立学校又は市町村立

小中学校等

知事部局（土木部）等

の本庁又は出先機関

（土木事務所等）

知事部局（農業振興

部）等の本庁又は出先

機関（農業振興センタ

ー、農業技術センター

等）

知事部局（林業振興・

環境部）等の本庁又は

出先機関（林業事務

所、森林技術センター

等）

知事部局（水産振興

部）等の本庁又は出先

機関（漁業指導所、水

産試験場等）

知事部局（林業振興・

環境部）等の本庁又は

出先機関（福祉保健

所、試験研究機関等）

知事部局（土木部）等

の本庁若しくは出先機

関（ダム管理事務所

等）又は公営企業局

（本局、発電管理事務

所等）

知事部局（健康政策部

又は地域福祉部）等の

本庁又は出先機関（福

祉保健所、児童相談所

等）

知事部局（地域福祉

部）等の本庁又は出先

機関（児童相談所、福

祉保健所、希望が丘学

園等）

県立病院（あき総合病

院又は幡多けんみん病

院）等

行政

警察事務

学校事務

土木

建築

農業

林業

水産

化学

電気

保健師

社会福祉（児童福

祉）

社会福祉（心理）

医療ソーシャルワ

ーカー（県立病

院）

採用予定人員

35名

 4 名

 6 名

11名

 1 名

 7 名

 4 名

 1 名

 2 名

 2 名

 5 名

 3 名

 2 名

 1 名

平成24年 5 月 7 日（月）から同月18日（金）まで（日曜

日及び土曜日を除く。）の午前 9 時から午後 5 時15分ま

で（郵送による場合は、平成24年 5 月18日付けの消印の

あるものまで受け付ける。）

区分 種目 日時及び場所
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 5 　試験の方法

試験は、次のとおり第 1 次試験及び第 2 次試験を行い、最終

合格者は、第 1 次試験と第 2 次試験との総合得点に基づいて、

高知県人事委員会において決定する。

( 1 )　第 1 次試験

( 2 )　第 2 次試験

 6 　合格発表時期

第 1 次試験の合格者の発表は 7 月上旬に、最終合格者の発表

は 8 月下旬に行う。

なお、辞退があった試験区分に限り、合格者の追加発表を行

う。

 7 　任命等

( 1 )　最終合格から採用までのスケジュール

最終合格者は、各試験区分ごとに作成される採用候補者名

簿に登載され、各任命権者からの請求に応じて提示される。

各任命権者は、提示された採用候補者のうちから、順次採

用者を決定する。

なお、採用候補者名簿に登載されても、受験資格として免

許又は任用資格の取得が定められている試験区分について

は、それぞれの免許又は任用資格を 2 の( 4 )に記載する所定

の日までに取得しなければ採用されない。

( 2 )　採用の時期

採用は、原則として平成25年 4 月 1 日以降である。

( 3 )　任命に当たっての考え方

「地方公務員として、公権力の行使又は公の意思の形成へ

の参画に携わる職務を行うためには日本国籍を必要とし、そ

れ以外の職務を行うためには日本国籍を必要としない。」と

いう基本原則にのっとった任命が行われる。ただし、「警察

事務」に従事することとなる採用者は、この任命に当たって

の考え方は適用されない。

 8 　給与

平成24年 4 月 1 日現在の初任給は、行政職給料表の適用を受

ける職員で例示すれば、大学等を卒業した者で172,500円であ

るが、採用前の職歴等に応じて加算される場合がある。また、

このほかに期末手当、勤勉手当等の諸手当が支給される。ただ

し、県立病院の職員の給与については、地方公営企業法（昭和

27年法律第292号）の趣旨にのっとり経営状況を反映したもの

となる。

 9 　試験成績の開示

この試験の受験者は、最終合格者を除き、成績の開示を請求

することができる。

10　その他

( 1 )　この試験についての問い合わせは、次に行うこと。

( 2 )　試験の詳細については、別に試験案内が作成されている

ので、参照すること。

労 働 委 員 会 告 示

高知県労働委員会告示第 1 号

労働委員会規則（昭和24年中央労働委員会規則第 1 号）第68条

第 1 項の規定により、あっせん員候補者の氏名等を次のとおり告

示する。

平成24年 4 月24日

高知県労働委員会会長　下元　敏晴

第 1 次試

験

第 2 次試

験

教養試験

専門試験

論文試験

口述試験

適性検査

身体検査

平成24年 6 月24日（日）午前 9 時か

ら午後 3 時15分頃まで

高知試験会場

高知市桟橋通六丁目 2 － 1 

高知県立高知南高等学校

東京試験会場

東京都文京区春日一丁目13－27

中央大学理工学部

平成24年 7 月21日（土）から同年 8 

月 2 日（木）までの間に高知市で実

施する予定であるが、詳しい日程等

については、第 1 次試験の合格通知

書に記載する。

種目

教養試験

専門試験

種目

論文試験

口述試験

適性検査

身体検査

方法

五肢択一式

五肢択一式

内容

公務員として必要な大学卒業

程度の一般的知識及び知能に

関する筆記試験

それぞれの職務に必要な専門

的知識、技術等に関する筆記

試験

内容

職務遂行に必要な識見、判断力、思考力等

に関する筆記試験

人物、人柄等に関する集団討論及び個別面

接による試験（個別面接は、 2 回行う。）

職務遂行に必要な適格性に関する検査

職務遂行に必要な健康に関する検査（健康

診断書の提出を求める。）

問い合わせ先

高知県人事委員

会事務局

電話番号

（088）821－4641

所在地

高知市丸ノ内二丁

目 4 － 1 

　高知県庁北庁舎

委嘱年月日

昭和56年 2 月 2 日

平成 6 年 3 月25日

平成 6 年 3 月25日

平成14年 3 月18日

平成24年 3 月19日

平成24年 4 月 5 日

平成18年 4 月 6 日

平成23年 4 月 7 日

平成14年 3 月18日

氏名

下元　敏晴

川田　　勲

山岡　敏明

藤原　潤子

柴田眞由美

岡林孝太朗

中山　健二

永吉　郁夫

武政　澄夫

現職等

弁護士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

高知大学名誉教授

高知県労働委員会委員（公

益委員）

弁護士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

特定社会保険労務士

高知県労働委員会委員（公

益委員）

高知県労働委員会委員（公

益委員）

高知県労働委員会事務局長

高知県労働委員会事務局次

長

高知県労働委員会事務局審

査調整員

ＵＩゼンセン同盟高知県支

部評議委員会議長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）
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平成18年 3 月22日

平成20年 9 月 4 日

平成24年 3 月19日

平成24年 3 月19日

平成16年 3 月18日

平成19年 4 月 5 日

平成20年 3 月18日

平成22年 3 月19日

平成24年 3 月19日

中谷　達美

森山　泰広

折田　晃一

畑山　佳代

森　　由枝

井戸　浩道

水田　信幸

伊藤　秀誠

加藤　　稔

高知県交通労働組合執行委

員長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

四国電力労働組合高知県本

部委員長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

日本労働組合総連合会高知

県連合会事務局長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

高知県労働組合連合会副執

行委員長

高知県労働委員会委員（労

働者委員）

有限会社森総合労務センタ

ー代表取締役

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

株式会社特殊製鋼所代表取

締役社長

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

高知県経営者協会専務理事

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

株式会社高知カード代表取

締役社長

高知県労働委員会委員（使

用者委員）

株式会社ソフテック代表取

締役社長

高知県労働委員会委員（使

用者委員）
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